
  

湖北地域勤労者互助会では、長浜市内及び米原市内の中小企業の事業主と従業員が共に力

を合わせ、企業の振興発展と従業員のWork＆Lifeが豊かで充実したものとなるよう、単独

事業所ではできない福利厚生事業を行っています。 

 

 設立：1995年（平成7年）4月 

 組織：会長 … 長浜市長 浅見宣義 

    副会長 … 米原市長、長浜商工会議所会頭、長浜市商工会長、米原市商工会長 

      会員事業所…292事業所 ／ 2,651人 （令和5年4月1日現在）  

   会費 ：入会金500円/人  月額500円/人 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

   

 

 

湖北地域勤労者互助会 
    〒526-0037 長浜市高田町12番34号 

  TEL/FAX   0749-53-3553 

  Email kohoku-gojo@sweet.ocn.ne.jp 

 企業のメリット 

・自社の事務負担を増やさずに福利厚生制

度の充実が図れます。 

・単独で実施するより、低コストで従業員の

福利厚生の充実が図れます。 

・企業のイメージアップにより、優秀な人材の

確保、定着が図れます。 

・事業所負担の会費は、税法上損金又は必要

経費として扱えます。 

 福利厚生の一部ご紹介 

・勤続祝金、ご結婚、お子様のお誕生・小学校

入学お祝い、還暦、古希、死亡時の弔慰金を

支給します。 

・テーマパークや映画館などの入場料やコン

サートなどのチケットを特別価格でご提供し

ます。 

・健康診断受診、人間ドック受診、インフルエ

ンザ予防接種、レクリエーション助成、自己啓

◇◇会員専用アプリ「湖北すくらむ」を開設  全国の優待・割引サービスが受けられます 

（株）リロクラブとの提携により、グルメ・スポーツ・ショッピング、旅行、レジャー施設等、幅広いジャンルで 

全国約２０万の優待・割引サービスがWEB上から、いつでもどこでも何度でもご利用いただけます。   

詳しくは 

HPから 



低コストで充実した福利厚生 

● 慶弔金・見舞金の給付額（例）Ｒ5.4現在  ● 割引・助成の一例  (単位:円) 

施 設 等 対象 
通常 

料金 

会員 

価格 

県内公共ホールチケット 

(一部除く) 

概ね２０％割引        

限度額2,500円 

長浜おでかけパスポート  1,500 1,000 

彦根ビバシティシネマ  

イオンシネマ 
大人   1,800 1,300 

琵琶湖汽船クルーズ 

長浜港:竹生島クルーズ 
大人 3,200 2,300 

湯元水春（守山） 大人   

平日 

950 

土祝日 
1,050 

 750   

京都鉄道博物館 大人 1,500 1,300 

ナガシマスパーランド 

（パスポート） 
大人 5,800 4,600 

ユニバーサル・スタジオ・

ジャパン 
会員 8,600～ 

1,000 

OFF 

東京ディズニーランド 

東京ディズニーシー 
会員 8,900～    

1,500 

OFF 

京都水族館、ひらかたパーク、ニフレル、なばなの里、

アクアトトぎふ、名古屋港水族館、名古屋アンパンマン

こどもミュージアム 等々 割引価格で入園・入場でき

ます。  

湖北地域勤労者互助会 

TEL/FAX 0749-53-3553 

（長浜ビジネスサポートセンター１F） 

支 払 事 由 支払対象 保険金額 

祝 金 

結婚 会員   20,000円    

子の出生 会員の子 10,000円  

子の小学校入学 会員の子 10,000円 

還暦 お祝い 会員   10,000円 

古希 お祝い 会員  10,000円 

勤続 １５年 会員   5,000円 

勤続 ２０年 会員   10,000円 

勤続 ２５年 会員   10,000円 

勤続 ３０年 会員   10,000円 

勤続 ３５年 会員   10,000円 

勤続 ４０年 会員   10,000円 

疾病休業 

保険金 

休業３０日以上 会員   10,000円 

休業９０日以上 会員   10,000円 

住宅災害 

保険金 

火災等による損害 会員 最高 200,000円 

自然災害による損害 会員 最高 60,000円 

死亡 

保険金 

疾病による死亡 
(自殺や自然死(老衰)等は対象外) 

会員 ~64 100,000円 

会員 65~ 50,000円 

不慮の事故による死亡 会員   100,000円 

交通事故死亡 会員   250,000円 

弔慰金 

配偶者の死亡 配偶者 30,000円 

子の死亡（実・養・継） 会員の子 20,000円 

親の死亡（実・養・義・継） 会員の親 10,000円 

退会餞別 退会餞別・在会5年以上 会員   10,000円 

詳しくはホームページを 

ご覧ください   
 

https://kohoku-gojo.zenpuku.or.jp/ 

● 健康増進事業  健康診断・人間ドック、インフルエンザ予防接種補助等  


